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１５．学生生活の手引き

１．服装・態度 

 

服装は簡素にして端正であり、態度は常に節度を失

わないようにする。 

（１）服装は、学生としての品位を失うことのないよ

うにすること。 

（２）学内、特に教室内は清潔に努め、紙屑等は各自

所定のゴミ箱に捨てること。 

（３）学校内及び学校周辺においては喫煙してはなら

ない。但し、自己申告により許可を得た者のみ

指定された場所での喫煙を認める。 

（４）挨拶は大切なコミュニケーションの第一歩であ

り、友達、先生、来校者への挨拶に努めるよう

にすること。「今日も笑顔であいさつを」の精神

を意識すること。 

（５）飲食は、所定の場所以外では慎むこと。特に各

実習室では、飲食を厳禁とする。授業中の飲食

は認めない。机上に飲食物を置いて受講しない

こと。 

（６）授業の録音・録画は認めない。 

（７）学校の施設内において私的な理由で電子機器な

どの充電することは認めない。 

（８）本校の校舎に入校する際は、平日休日問わず、

必ず名札を見えるように着用すること。 

 

２．学生証について 

 

（１） 本校学生は、入学と同時に学生証が交付される。 

   学生証の有効期間は、学年初めより学年末まで

（卒業年次の学生は卒業式まで）である。 

（２）登校に際しては、学生証は常に携帯すること。 

（３）交付についての事務は事務局が行う。 

   学生証を紛失した場合は、速やかに事務局に届

けて再交付を申請しなければならない。 

 

３．伝  達 

 

伝達事項は、所定の場所に掲示する。 

（１）常に掲示板に注意し、その指示に従うこと。 

（２）掲示板を見落としたときは、不利になることが

ある。 

（３）掲示物を勝手に取り外したり、いたずら等をし

てはならない。 

 

４．アルバイト・下宿等の斡旋、指導について 

 

（１）アルバイト、下宿等の希望者は、担任へ申し出

ること。 

（２）学校よりアルバイトを斡旋された者は、無断で

他の人と交替してはならない。 

（３）アルバイトは、学業や健康を犠牲にすることの

ないようにすること。 

 

５．卒業後の就職の斡旋、指導について 

 

ただ漫然と学生生活を送って、受験に失敗すること

のないよう、平素より就職先の選択を慎重に考え、受

験に備えるように心がける必要がある。 

（１）卒業後の就職斡旋を希望する学生は、キャリア

センターに申し出て指導を受けること。 

（２）就職に関する求人、情報等は、所定の掲示板に

掲示する。 

（３）就職先より受けた採用（内定）通知、その他連

絡、報告事項については、キャリアセンターに

必ず届け出なければならない。 

（４）その他、就職に関する指導は、遵守しなければ

ならない。 

 

６．施設、器材の使用について 

 

（１）学生が、施設、器材を使用希望するときは、「器

材貸出許可願」（様式１０）、「施設使用許可願」

（様式１１）を１週間前までに提出して許可を

得なければならない。 
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（２）施設、器材を使用するときは、整理、整頓に留

意し、火災予防に努め、使用後は必ずもとの位

置に戻し、清掃をすること。 

（３）器材は、原則として学校外へ持ち出してはなら

ない。 

（４）本校施設および教育機器を故意に汚損した場合

は、速やかに弁償しなければならない。 

（５）教室は学科専有ではなく他学科や昼間部、夜間

部で共有しているため常に整理整頓を心がけ、

私物を放置しない。 

 

７．ロッカーについて 

 

ロッカーは、教室の移動に際し、仮に所持品を置く

場所である。 

（１）貴重品を置いてはならない。 

（２）教科書の保管場所として使用してはならない。 

（３）盗難、紛失のおそれがあることを承知しておく

こと。 

（４）年度末には明け渡すこと。 

（５）年度末または指示された期日に在置されたもの

は処分する。 

（６）ロッカーキーを忘れた場合、スペアキーを貸し

出しはしない。 

（７）ロッカーキーを紛失した場合、届出を行い弁償

すること。出てきた場合は必ず返却すること。 

 

８．通学方法について 

  

（１）学生の通学方法は、公共交通機関・徒歩による

ことを原則とし、自動車・単車通学は禁止する。

自転車通学について、別途、駐輪場使用規程に

定めるものとする。 

 

９．掲示、ビラ等の配布について 

  

（１）学内に掲示するとき、またはビラ等を配布する

ときは、事前に現物持参のうえ、事務局に願い

出て許可を得なければならない。 

（２）掲示は、３枚以内を原則とし、指示された掲示

板を使用すること。許可しない場所に貼ってあ

る場合は、通告なしに撤去する。 

（３）掲示期間は原則として１週間とし、掲示期間を

過ぎたものは、掲示責任者の責任において撤去

すること。 

 

１０．合宿について 

 

（１） 学内団体が、学内外において合宿を行う場合は、

保護者の承諾書と「合宿許可願」（所定）、並び  

にその顧問の承認を得たうえ、顧問を通して事

務局長の許可を得なければならない。 

（２）「合宿許可願」は、参加学生の所属する学科の学

科長の許可を得て合宿の２週間前までに提出し

なければならない。 

（３）合宿には、その顧問または顧問にかわる責任者

が参加しなければならない。 

（４）合宿許可申請にあたっては、事前に、関係学科

の学科長並びに学友会担当者の了解を得なけれ

ばならない。 

 

１１．緊急時の避難について 

 

（１）消防避難訓練は年に１回実施される。避難訓練

に際しては、以下の注意事項を厳守すること。 

  ①授業担当者の指示に従い、速やかに指定された

場所に避難する。 

  ②避難場所では通行の妨げにならないように整列

し、点呼を受ける。 

  ③避難時は遊びではないので真面目に行動し、大

声で騒いだり喫煙したり絶対にしてはならない。 

  ④貴重品は、必ず自己の責任において管理する｡ 

  ⑤避難訓練終了時には、再度授業担当者の指示に

従う。 

（２）実際の火災、地震等の災害時には、原則的に平

常時より指示されている避難経路より速やかに

指定されている場所に避難する。 

（３）校内放送をよく聞き、落ちついて、授業担当者

または、教職員の指示に従い行動する。 

（４）避難場所では、勝手な行動や言動は慎み、速や
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かに教職員から点呼を受け、お互いの無事を確

認し合い、学校責任者の指示に従うこと。 

 

１２．健康管理について 

 

（１）健康管理については、各自が規則正しい生活を

心がけ、常に体調を整えておくことが基本であ

る。 

（２）年１回の健康診断（４月に実施）は必ず受診し

なければならない。 

（３）健康診断で異常が見つかった場合は、所定の期

間に、所定の医療機関、かかりつけ医において

再診および治療を受けなければならない。 

  

１３．インターネットについて 

 

（１）インターネットを利用する際は、公共情報収集

手段（不特定多数の人間が閲覧できる）である

ことを自覚し、他者を傷つけること（誹謗・中

傷）のないように配慮すること。また、情報流

出に留意すること。 

（２）学内・学外を問わず知り得た情報をブログや

Twitterに投稿しないこと。 

（３）実習で知り得た情報は秘密を守り（守秘義務）、

個人情報保護法のコンプライアンスに従うこと。

医療を学ぶ者は、それらに違反すると倫理規定

や法律により厳しく罰せられることを忘れては

ならない。 

（４）実習に関わる書類を作成する際は、インターネ

ットは切断した状態で行うこと。ウイルス感染

や誤操作により、情報が流出する恐れがある。

また PC 上に保存せず、全て USB に保存する

こと。基本的には、実習中の情報が入ったUSB

の持ち運びはしない。万が一、紛失、盗難にあ

った場合でも、個人情報漏洩被害を最小限に留

めるため、ファイル毎・USB全体にも、必ずパ

スワードをかけること。 

 

  １４．禁煙について 

 

（１）健康増進法施行に伴い、本校では受動喫煙防止

策として平成24年4月1日より周辺3校を含め、

喫煙場所として定められた場所以外は、全面禁

煙とする。なお、敷地内だけでなく、歩きタバ

コ等の周辺路上に、周辺施設においても禁煙と

する。 

（２）喫煙者は、受動喫煙を防止するため、喫煙者の

エレベーターの使用を禁止する。 

 

１５．本館エレベーター使用について 

 

（１）講師ならびに器材の移動に影響を及ぼす恐れを

生じるため、以下の時間帯は学生の使用を禁じ

る。 

   午前  ８：５０〜  ９：１０ 

午後 １２：５０〜 １３：１０ 

午前 １７：５０〜 １８：１０ 

 

１６．その他諸注意 

 

（１）学生は、みだりに教務室、事務室等へ入室して

はならない。 

（２）学生は、白衣を着用して外出してはならない。 

（３） 学生は、学外私有地に立ち入ることを禁止する｡ 

（４）所持品はすべて自己の責任において管理し、盗

難、紛失等のないよう注意すること。学校に不

要な高額になる金品を持参しないこと。 

（５）学内で物品や金銭を拾得、または遺失したとき

は、直ちに各校舎受付に届け出ること。 

（６）拾得物がある場合、掲示するので、心当たりの

学生は受付に申し出ること。 

（７）拾得物の保管期間は１ヵ月とし、その後は処分

する。 

（８）外部からの電話呼び出しは取り扱わない。ただ

し、緊急の場合はこの限りでない。 

（９）両替については一切、受け付けない。 

（１０）文具等の貸し出しについては、受付では一切

行わない。 

（１１）学生は、平日で夜間授業がある際は２１時半、

土日祝日は、１７時には下校すること。 


